
令和６年度 子宮頸がん予防ワクチンについてのおしらせ 
【ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワクチンについて】 

 

 

     定期接種の機会を逃した方へ、キャッチアップ接種を実施します。     
 

ヒトパピローマウイルス感染症（HPV）の予防接種（子宮頸がん予防ワクチン）は、平

成 25年 6月より、積極的接種勧奨が差し控えられていましたが、厚生労働省からの通知

により、令和４年度から積極的接種勧奨を再開しています。  

この差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点か

ら、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった、平成 9年度生まれから

平成 19 年度生まれまでの女性を対象に、定期接種として無料で接種できる機会が設けら

れています。接種に関しては厚生労働省ホームページ等で、ワクチン接種による有効性や

リスクなどを十分理解された上で、接種の判断をしていただきますようお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

対 象 者：平成 9年 4月 2日から平成 20 年 4月 1 日までに生まれた女性 

接種方法：町内の予防接種実施医療機関（※下記一覧）での個別接種 

  または宮崎県医師会に加入している医療機関での個別接種 

接種回数：計３回（完了までに６か月程度かかります） 

   ※全３回接種分のうち、未接種となっている回数分の接種が出来

ます。 

実施期間：令和 7年 3月 31日まで 

接種費用：無料 

必要な物：接種を受ける方の保険証、予診票（医療機関にもあります）、 

お持ちの方は母子健康手帳 

 

 

 

 



町内予防接種実施医療機関（※）要予約希望する医療機関に直接予約を入れてください。      

 

・県内の医療機関で接種を希望される場合 

HPV ワクチンを実施していて、宮崎県医師会に加入している医療機関であれば、無料で受け

ることができます。接種は事前予約が必要です。希望する医療機関に直接お申込みください。 

 

・県外の医療機関で接種を希望される場合 

やむを得ない事情により、県外で接種を希望される方は、事前に下記までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

平成２６年４月～令和４年３月の間に 

HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの任意接種をされた方へ 

HPV ワクチンの積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過

ぎて HPV ワクチンを自費で接種した方の接種費用を償還払い（払い戻し）で助成します。 

該当する方は、下記までお問い合わせください。（申請期限 令和７年３月３１日まで） 

 

 

 

医療機関名 接種曜日 時間 

大森内科医院 

℡ ０９８３-２２－００５５ 

月～土    

※水・土曜日は午前中のみ 

午前８時３０分～１２時 

午後２時～５時３０分 

おりたこどもクリニック 

℡ ０９８３—３２－５５２２ 
月～土  

（月・火・木・金） 

午後１時３０分～２時３０分 

（水・土）正午～午後１時 

※診療時間内は対応可 

たかやま小児科 

℡ ０９８３—２３－４４２３ 
月・火・水・金・土  

午後２時～３時 

※診療時間内は対応可 

永友慶子小児科 

℡ ０９８３—２３－１０８２ 

月～土 

※木・土曜日は午前中のみ 

午前９時３０分～１１時３０分 

午後２時３０分～５時 

坂田病院 

℡ ０９８３—２２－３４２６ 

月～土（３日前までに予約が必要） 

※水・土曜日は午前中のみ 

午前８時３０分～11 時３０分 

午後１時３０分～５時３０分 

河野産科婦人科医院 

℡ ０９８３—２２－０３４１ 

月～土（３日前までに予約が必要） 

※水・土曜日は午前中のみ 

午前９時～１２時 

午後２時～５時 

問い合わせ先：高鍋町 健康保険課 健康推進係 

       （健康づくりセンター） 

℡０９８３－２３－２３２３ 

 

 

問い合わ 


